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第 29回技術倫理協議会議事録	
	

日		時		2010 年 2月 18 日（木）	17：30～19：30	

会		場		土木会館	Ａ会議室	

出席者	 議長：池田（土木）、幹事：櫛田（技術士会）	

委員：札野・剣持（工学教育）、皆川（土木）、高橋・増田（建築）、矢野（原子力）、 
	 	 	 鶴原（電子情報）、大輪（機械）、宅間・山田（工学アカデミー）、 

	伊藤（化学）、島田（電気）、	

事務局：佐藤（土木）	

	

配布資料	

		技術倫理協議会	委員名簿（2010.2.18）	

資料－１	第 28 回技術倫理協議会議事録(案)	

		資料－２	「産学連携における「利益相反」とそのマネジメントに関する問題群と最近の動向」	

		資料－３	シンポジウム収支報告	

	 資料－４	2009 年度の協議会収支（中間報告）	

	 資料－５	シンポジウム「科学者・技術者の倫理と社会的責任を考える（6）」	

	 資料－６	第 10 回ワークショップ「技術者倫理」の開催案内(日本工学教育協会)		

	

	
主要な議事	

委員変更：鳥飼委員(ご逝去)の後任として大場委員（原子力学会）	

１．前回議事録確認（資料－１）	

メールで確認した議事録の配布をもって了承とした。	

	

２．「利益相反」に関する講演（資料－２）	

筑波大	新谷
し ん や

准教授に、『産学連携における「利益相反」とそのマネジメントに関する問題群

と最近の動向』と題する講演をお願いした。以下のようなコメントがあった。	

・ 紹介事例は医学分野のため厳しい基準となるが、｢技術｣の場合もう少し緩やかな基準があ
りうる。	

・ 利益相反のあり方によって対応が異なるので、分類が必要である。	

新谷准教授のご了解が頂けたので、講演資料をＰＤＦファイルでＨＰに掲載することとした。	

	

３．シンポジウムの報告（資料－３）	

札野委員から、シンポジウムの開催結果及びＰＰＴ資料に基づいて聴講者へのアンケート結果

の報告がなされた。なお、アンケート結果については、後刻各委員に送付することとした。	

	

４．技術倫理協議会の今後の運営について	

池田議長から、日本工学会の事業に位置づけることについて工学会内で概ね了解が得られ、4

月 22日開催の日本工学会総会で承認を得る予定であること、事務局担当の嘱託をおく予定であ

ることについて報告がなされた。	
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また、各構成学協会から、事務局移行に関して承認が得られている状況及び予定について報告

がなされた。	

	

５．2009 年度の収支について（資料－４）	

事務局より、シンポジウムを含め、2009 年度の収支について中間報告がなされた。内容とし

ては、執行状況は概ね順調で昨年度程度の繰越金となる予定である。池田議長から、講師等の謝

金に関して引き上げることが可能ではないかとの指摘があった。	

	

６．各学協会報告	

・ 機械：技術倫理委員会から会員へのメッセージという形で、困った時の対処法のヒントを
提供しようとしている。委員長あての電子メールを受け付ける形にする。	

・ 電気：倫理委員会運営要綱を制定し、ＨＰにアップした。また、全国大会で「企業倫理と
技術者倫理」をテーマとしたシンポジウムを行う。（Ｈ２２．３．１７	 １３時から明治

大学駿河台キャンパス）	

・ 工学アカデミー：	1 月の理事会にて、技術倫理協議会の事務局が土木学会から日本工学会
に移ることを報告し了解を得た。工学アカデミーの技術倫理作業部会の活動を 1 年延長す

ることを申請した。	

・ 化学：近畿大学における日本化学会第９０年会の会期中、３月２６日（金）午後に、シン
ポジウム「科学者・技術者の倫理と社会的責任を考える（６）」を開催予定（プログラム

は配布資料参照）。審理事案が発生したために、規定にのっとって倫理委員会で化学会と

しての対応を定め、理事会に上程した。前回報告した倫理に関する事例集のとりまとめ作

業は、今なお進行中。	

・ 建築：現在は倫理綱領と行動規範しか存在しないため、倫理本委員会の傘下に、「倫理基
本問題策定小委員会」等の名称で常設の委員会を設けて、その他の詳細の運用規程や、綱

領・規範そのものの改訂の必要の有無などについての検討を開始する予定	

・ 原子力：	1/7 第５期の倫理委員会活動について、他学会との連携、学生連絡会や大学教育
との連携等を視野にいれつつ、倫理規程の改定や企画行事、ケースブックの発行等を実施

する方針を定めた。また、3/26 から茨城大学の水戸キャンパスで 2010 年春の年会が開催

され、3/26 午後に「原子力現場の倫理」というテーマで企画セッション（一般公開）を開

く。	

・ 土木：除名・特典停止・厳重注意からなる処置、支援、見解表明からなる規程を理事会に
て承認後、詳細を詰めている段階である。施行は公益法人化が実現したのちとしている。	

・ 電子情報通信：技術者倫理検討ＷＧにおいて、倫理綱領の改定等を検討している。現在、
倫理綱領改定案の作成が終了、行動規範案を策定中、事例集の執筆に取りかかったところ。

3月 17 日の総合大会（東北大学）において、倫理綱領改定案検討状況の報告を主としたパ

ネルディカッションを実施する（誰でも無料で参加可能）。	

	

７．その他	

・ 来年度の講演の希望及び協議会のテーマなどに関して、意見を提出することとした。	
・ 次回は、5 月 13 日（木）17:30～19:30 に建築会館の３０１号会議室（仮予約）で開催す
る。	

以上	


